
平成２５年５月１７日  

 

遠軽町長 佐々木 修一 様 

 

遠軽町まちづくり自治基本条例推進委員会  

委員長  笹 原 保 夫  

 

遠軽町まちづくり自治基本条例の見直し等に関する検討結果につ 

いて(具申) 

 

このことについて、別添のとおり条例の見直し等に関する検討結果を取りま

とめたので具申します。 

なお、見直し等の結果につきましては、今後における行政執行の参考とし、本

条例の改正に向けてご尽力されますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 条例見直しの経緯 

平成１２年４月に地方分権一括法が施行されました。 

今日、地方分権の時代を迎えて、地方自治をさらに発展させ自主・自立の分

権型社会を実現し、活力に満ち、ゆとりと豊かさの実感できる住みよい地域社

会を創るためには、町民、議会及び町がそれぞれの役割と責任を果たし、町民

の町政への参画及び町民、議会及び町との協働の仕組みを自ら定めることが求

められています。 

このような観点から、平成１９年３月、住民自治の実現をめざし、遠軽町の

最高規範となる「遠軽町まちづくり自治基本条例」が制定され、同年４月１日

に施行されました。 

この条例は、住民自治によるまちづくりにとって普遍的なものであると考え

ますが、社会経済情勢の変化やまちづくりの進捗状況等を勘案するとき、この

条例が所期の目的を達成しているか、または、実効性の確保のために見直しの

必要がないかなどについて、昨年９月から本推進委員会において総合的に検討

してきました。 

その検討結果を踏まえ、条例改正を必要とする事項について、別添のとおり

取りまとめたものです。 
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２ 委員会の構成員 

  委員長  笹 原 保 夫 （委員区分～公募町民） 

  副委員長 一 宮 龍 彦 （委員区分～産業団体等推薦） 

  委員   神   義 雄 （委員区分～産業団体等推薦） 

       笹 原 重 敏 （委員区分～産業団体等推薦） 

       佐 渡 博 夫 （委員区分～産業団体等推薦） 

       佐 藤   昇 （委員区分～産業団体等推薦） 

       吉 川 知 宏 （委員区分～産業団体等推薦） 

       白 井 優 子 （委員区分～産業団体等推薦） 

       黒 坂 貴 行 （委員区分～町議会議員） 

       山 田 和 夫 （委員区分～町議会議員） 

       舟 木 淳 次 （委員区分～町職員） 

       大 堀   聡 （委員区分～町職員） 

 

３  推進委員会の活動記録 

第１回 平成２４年 ９月１４日（金） 委嘱状交付、委員長及び副委員 

長互選 

第２回 平成２４年１０月 ４日（木） 条例見直し・検討作業 

第３回  平成２４年１０月２２日（月） 同上 

第４回  平成２４年１１月１５日（木） 同上 

第５回  平成２４年１２月 ４日（火） 同上 

第６回  平成２４年１２月２１日（金） 同上 

第７回  平成２５年 １月１８日（金） 同上 

第８回  平成２５年 １月３０日（水） 同上 

第９回 平成２５年 ２月１８日（月） 町民意見の募集に係る検討 

第10回 平成２５年 ３月２７日（水） 条例見直し案の確認、具申内容 

の確認 

 

４ 提出書類 

・遠軽町まちづくり自治基本条例に関する検討結果について 

・遠軽町まちづくり自治基本条例（平成１９年条例第９号）新旧対照表 

 

 


